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今後の汚水処理のあり方に関する検討のための 

アンケート調査結果について 
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本アンケートは一部選択回答方式を除いては、自由記入

の回答方式を採用している。本資料は、国土交通省、農

林水産省、環境省の３省によるワーキンググループにお

いて、都道府県知事、市町村長からご回答いただいた意

見をとりまとめたものである。 
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都道府県知事用アンケートの意見とりまとめ 
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設問Ⅰ 今後の汚水処理事業のあり方について 

 

問Ⅰ 

都道府県知事として汚水処理事業の将来展望についてどうあるべきかお考えをご記述くだ

さい。また、その将来展望を実現するにあたっての課題あるいは解決策について、お考え

をご記述ください。 
 
① 効率的な汚水処理施設整備の推進のための都道府県構想策定の有効性   

社会情勢の変化や住民の意向の把握等を反映しつつ、省庁の区分にとらわれることなく

地域の実情にあった計画的かつ効率的な汚水処理施設整備の推進が不可欠。これを実現す

るためには、市町村が適切な整備手法を検討・選定し、汚水処理整備事業を実施するため

の都道府県構想の策定が有効と考える。 
 
② 健全経営の実現に向けた国の財政支援 

汚水処理施設整備の促進においては、市町村が大きな役割を担っているなか、各市町村

の財源状況は厳しい現状にある。よって、健全経営の実現のため、国においてはそのため

の十分な財源確保や更なる財政支援が必要。 
 
③ 未普及地域の整備推進、水環境保全の観点からのソフト対策も含めた重点的取り組み 

汚水処理施設整備はナショナルミニマムとして未普及地域については汚水処理事業の整

備推進が必要。閉鎖性水域を有している地域等では、水環境保全の観点から引き続き重点

的に取り組まなければならない。また、各汚水処理施設整備の推進等のハード事業のみな

らずソフト対策にも取り組んでいくべき。 
 
④ 施設の老朽化対策、既存施設の有効活用・共同利用・統廃合 

施設整備が進んでいる地方公共団体については改築・更新など継続的・安定的な施設運

営が必要。また、人口減少下や施設の老朽化による改築更新の増大等の社会情勢の変化等

もふまえ、既存施設の有効活用や共同利用、統廃合の検討は必要。 
 
⑤ 事業連携促進のための制度拡充、諸手続の簡素化、行政部局や事業制度等の効率化・一

元化 

省庁の区分にとらわれることなく、財産処分や移管手続きの簡素化等をはじめとした連

携の強化、新しい事業枠組み※、管理の一元化を図る仕組みづくりの検討や、汚水処理事業

ごとに差がある各制度の整合性の検討（ひいては国の制度、事業執行体制の効率化・一体

化等）することも必要。また、より実効性のある計画策定、計画見直しの迅速化・合理化

の視点からも、市町村や関係部局との連携を密にする必要がある。 
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※「新しい事業枠組み」の具体例 
・ 地方が自由度を持った、地域実情に応じた一体的整備が可能となる仕組み 
・ 山間部や人口密度の低い地域等での整備促進に寄与するような、設置者や市町村の負担軽減

のための支援制度拡充や要件緩和 
・ 経済産業省の電源立地地域対策交付金制度の活用など、三省以外の省庁も含んだ事業連携 
・ し尿の下水処理場投入に必要な施設整備に係る支援や接続率向上に必要な接続支援制度の充

実 
・ 高齢者対応支援策の創設 
・ 単独浄化槽の合併浄化槽への転換が促進されるよう、単独浄化槽の撤去に係る補助上限額の

撤廃とその設置に要する国の補助率の引き上げ 
 
⑥ 住民ニーズを踏まえた計画策定 

住民視点の観点からは、住民ニーズを踏まえた計画策定・見直し、汚水処理施設の整備

進捗の適宜公表などに取り組む。 
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設問Ⅱ 汚水処理施設の役割について 

汚水処理施設の整備に関しては、市町村が地域の特性に応じ、経済性等を考慮して、区域

ごとに適切な汚水処理施設整備手法を選定（都道府県構想の元となる市町村が策定する計

画）したうえで整備を進めているところです。都道府県においては、各市町村の計画に基

づき広域的な観点から所要の調整・検討を行い、都道府県全域を対象とした汚水処理施設

に関する総合的計画として都道府県構想を策定しているところです。 

 

問Ⅱ－１          

都道府県構想策定に際しての都道府県の役割について、どうあるべきかお考えをご記述く

ださい。   

 

 

 

 

        

 
 
 
① 市町村への情報提供、意見調整等の支援、広域的な見地からの助言等 

市町村が策定する計画を基本とするため市町村の意向を基本的にはふまえるものの、 
各市町村が効率的・効果的な地域の実情に応じた汚水処理整備手法を選定できるように、 
省庁の区分にとらわれず、各市町村が多くの選択肢を持てるような多くの情報を市町村に

提供し、市町村が計画策定や事業実施の際の支援をする。 
また、必要に応じて市町村における意見調整を行い、広域的な見地から市町村間や異な

る事業間における汚水処理施設の連携や統廃合など、効率的・効果的で、計画の実現性に

も重視した整備手法についての助言や支援を行う。 
その際には、各市町村の策定進捗状況や課題解決に関しての個別のフォローアップを行

うなどして、全体のスケジュールが円滑に進むような調整を行う。 
 
② 統計的・技術的な考え方の統一、市町村意見の尊重 

各市町村が計画を策定し、とりまとめるにあたっては、検討に必要となるガイドライン

など、統計的・技術的な考え方の統一を図りつつも、各市町村が抱える固有の問題を十分

に把握し、意見を尊重する。 
 
③ 県全域を俯瞰した課題の指摘や調整 

計画策定時の将来人口フレームとりまとめ等の基礎的作業の支援や市町村の上位計画へ

※問Ⅱ-3,4 の回答も含む 

問Ⅱ-3 都道府県構想策定の際に都道府県として市町村とどのように調整・検討しているか 

ご記述ください。  

問Ⅱ-4 都道府県構想策定の際に、県下の市町村長や第三者（学識経験者、市民等）等の意見を聞

くなどより良い構想を策定するために行った取り組みについてご記述ください。 
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の整合性の確認だけでなく、水質環境基準達成など、全県を俯瞰した課題の指摘や調整を

行い、県としての全体的な方向性や道筋を示す。 
 
④ 住民意見等多方面の意見の計画への反映 

構想の検討段階において、汚水処理施設整備に関するアンケート等による県民のニーズ

の把握、学識経験者等を含む委員会等の設置など、各方面から意見を聴取し、構想に反映

させるための取り組みも必要。さらに、市町村が実施するパブリックコメントの後、県レ

ベルでのパブリックコメントを実施し、住民意向の反映を強化する。 
 
 
⑤流域下水道事業の事業主体として市町村との連携・調整 

県が事業主体となる流域下水道事業については、既定の事業計画と整合を保つことが重

要であるため、広域的な観点から、構想の策定段階において関連市町村との連携を一層密

にし、調整を図ることが必要。 
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（以下の質問につきましては、都道府県構想を策定される策定主体としてお伺いいたしま

す。直近に策定した都道府県構想についてお答えください。見直し中の場合には、可能で

あれば見直し中の都道府県構想についてお答えください。）  

 

問Ⅱ-2 

都道府県構想策定の際の検討実施体制及び検討主務部局についてご記述ください。（※検討

体制表等の資料があれば、併せて添付ください。）     
 
・ 多くの都道府県では、関係する複数の担当課（平均 5 部署）により構成される委員会を

設置し、検討している。代表市町村からの参加もある。 
 
・ 検討主務部局としては、下水道担当部局の他、環境部局が主務部局となっている都道府

県もある。 
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市町村長用アンケートの意見とりまとめ 
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設問Ⅰ 汚水処理施設の役割について 

下水道、農業集落排水施設等、浄化槽等の汚水処理施設の整備に関しては、地方公共団体

が地域の特性に応じ、経済性等を考慮して、区域ごとに適切な汚水処理施設整備手法を選

定（都道府県構想の元となる市町村が策定する計画）したうえで整備を進めているところ

です。 

※なお、以下の質問は、直近に策定した計画についてお答えください。計画見直し中の場

合には、可能であれば見直し中の計画についてお答えください。 

 

問Ⅰ－１ 

当該計画を策定する際の検討実施体制及び検討主務部局についてお答え下さい。（※検討実

施体制は、計画策定に関わる全ての組織についてお答え下さい。） 

 

1-1) 実施体制について（複数回答可） 

 ①汚水関連部局 

 ②財政部局 

 ③企画部局 

 ④都道府県の関係部局 

 ⑤住民代表 

 ⑥学識経験者 

 ⑦近隣市町村の汚水処理部局 

 ⑧その他 

 
 

回答パターン 事業体数 

①のみ 668 

①と② 123 

①と④ 119 

①と②と③ 144 

①と②と③と④ 66 

その他のパターン 477 

有効回答数 1,597 

 
 

 

①と②と
③と④

4%

その他のパ
ターン
30%

①と④
7%

①のみ
42%

①と②
8%

①と②と③
9%
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1-2) 実施体制で「その他」を選んだ方は、具体的にご記述下さい。 

 

実施体制のその他としては、 

 

・パブリックコメントを実施するなど、広く市民の意見を聞く（16 意見/114 意見：およそ

14％） 

・環境関連部局（25 意見/114 意見：およそ 22％） 

・都市計画関連部局（14 意見/114 意見：およそ 12％） 

 

が意見の多くを占める。 

 

 

 

1-3) 主務部局について（複数回答可） 

①汚水関連部局 

 ②財政部局 

 ③企画部局 

 ④都道府県の関係部局 

 ⑤住民代表 

 ⑥学識経験者 

 ⑦近隣市町村の汚水処理部局 

 ⑧その他 

 
 

回答パターン 事業体数 

①のみ 1,297 

①と② 53 

①と④ 68 

①と②と③ 23 

その他のパターン 138 

有効回答数 1,579 

 
 

 

①のみ
83%

①と②
3%

①と②と③
1%

①と④
4%

その他のパ
ターン

9%
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問Ⅰ－２ 

当該計画を策定する際の具体的手順についてご記述ください。 

 

【意見とりまとめ】 

 

① 国や県のマニュアルに従い計画を策定 

・ 基本的に国や県のマニュアルに従い、地域特性や将来人口等に関する基礎調査、検討単

位区域の設定、経済比較、整備スケジュール、概算事業費の算出といった作業プロセス

により検討を進め、段階的かつ効率的な汚水処理施設整備を進めるための計画を策定す

る。 
 

② 都道府県等との調整、審議会等の答申 

・ 計画策定においては、汚水関連部局等の主務部局が素案・原案を作成し、都道府県の他、

財政部局等の関係部局との調整を行いながら整合性を図り、必要に応じて審議会等の答

申を受ける。 
 
③ パブリックコメントなどによる住民意見の反映 

・ 住民意見・意向の把握等のため、パブリックコメントなどを行い、計画に反映する。 
 



 2-13

 

問Ⅰ－３ 

当該計画を策定する際の首長ご本人の関わり方についてご記述ください。 

 

【意見とりまとめ】 

 

① 主務部局からの説明・報告を受けて判断・決裁 

・ 計画の策定にあたっては、適宜、主務部局や担当部局等から、素案・原案の説明や報告

（ヒアリング）を受け、関係部局の意見を聞きながら、総合的な判断のもと 終的な決

定・判断・決裁・承認を行う。 
 
② 地域の特性、実情、住民意向等を考慮して方向性を指示 

・ 計画の方針と方向性などについて指示、調整、助言する。 
・ 方向性等の指示においては、快適な生活環境の向上といった目的のための汚水整備手法

の選定にあたり、地域の特性や実情、住民意向、財政状況などを考慮している。 
 
③ 審議会への諮問 

・ 審議会や検討委員会等へ諮問している。 
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問Ⅰ－４ 

当該計画を策定する際の課題あるいは対応方針についてご記述下さい。 

 

【意見とりまとめ】 

 

① 人口減少等社会情勢への対応、財源確保 

・ 将来の人口減少・高齢化等の社会情勢の変化に対応する計画としていくことや、厳しい

財政状況の下での財源の確保などが課題と考える。 
 

② 費用対効果や地域特性等を考慮した総合的判断による計画策定 
・ 計画策定に際しては、費用対効果を考慮する必要がある。一方で、地域特性、地域の実

情等を考慮に入れて、総合的に判断することが必要である。 
 

③ パブリックコメント・住民説明等による住民意向反映 

・ パブリックコメントの実施や住民説明を行うなど住民の理解・合意を得ることが求めら

れ、住民の意向・要望に沿った計画とすることも必要と考える。 
 

④ 汚水処理施設の最適な整備手法の検討 

・ 公共用水域の水質保全、生活環境改善のためにも、下水道、農業集落排水等、合併浄化

槽等の汚水処理施設の整備を進める必要があり、 適な整備手法を検討・選択し、汚水

処理事業を効率的・経済的に進めて行くことが必要である。 
 

⑤ 整備スピード・財政状況への考慮 

・ 未普及地域の早期解消には、経済性の他、整備のスピードや財政状況等も考慮する必要

がある。 
 

⑥ 県や上位計画との調整 

・ 計画策定時には汚水処理にかかる県等との調整や、財政計画や総合計画等の関連した計

画やその他上位計画との調整・整合をはかることも重要であるが、一方で時間を要すこ

とは課題である。 
 

⑦ 財政負担と住民負担のバランスや世帯間公平性の確保 

・ 行政区域全体における汚水処理手法毎の市町村の財政負担と住民負担のバランスや、世

帯間での公平性・平等性等の確保が重要である。 
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設問Ⅱ 汚水処理施設の早期整備について 

 

問Ⅱ－１ 

未普及地域解消のため、早期に汚水処理施設の整備を進めるための課題あるいは対応策

についてのお考えをご記述ください。 

 
【意見とりまとめ】 

 

① 未普及地域早期解消のための財源確保 

・ 市街化調整区域などの未普及地域の早期解消を図り、公衆衛生を向上させるための汚水

処理整備の重要性は認識しており、厳しい財政状況の下、整備推進に必要な財源・予算

の確保が課題となっている。 
 
② 国の財政的支援が必要 
・ 未普及解消を図る上では、補助率アップを含めた、財政的支援の期待が大きい。 
 
③ 地域実情を踏まえ、住民理解を得たうえでの下水道・浄化槽等による早期整備推進 
・ 事業推進にあたっては、高齢化が進むなか、地域の特性や実情を十分踏まえ、汚水処理

整備に伴う負担などについての地域住民の理解を得たうえで、下水道の他、合併処理浄

化槽の設置・普及により、早期整備の推進を図ることも肝要である。 
 
④ 個人設置型浄化槽の効率的な普及促進・支援 
・ 現在実施中の個人設置型浄化槽については、より効率的な普及促進を図るため、さらな

る財源の支援と制度の拡充が期待される。 
 
⑤ 効率的な整備推進のための計画見直しと整備手法の転換 
・ 未普及地域においては、早期普及促進のため、下水道整備区域の見直しを含め、より一

層効率的な汚水処理整備手法を検討し、計画の見直し策定を行う。また、個人設置型か

ら市町村設置型浄化槽事業への転換を検討するとともに、単独浄化槽から合併浄化槽へ

の転換を推進することも必要。 
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設問Ⅲ 汚水処理施設整備事業の連携について 

下水道事業、農業集落排水事業等、浄化槽整備事業等各事業のうち複数の汚水処理施設

整備事業を実施している地方公共団体を対象にお伺いします。 

単一の汚水処理施設整備事業を実施されている地方公共団体の方はⅣへお進みください。 

 

問Ⅲ－１ 

汚水処理施設整備のコスト縮減等効率的な整備を図るため、既に汚水処理施設整備の事

業連携や汚泥の共同処理等が実施されているところですが、今後一層の効率的な整備や維

持管理を推進するために必要となる施策や制度についてのお考えをご記述ください。 

 
【意見とりまとめ】 

 

① 汚水処理施設の統合、広域化、連携 
・ 公共下水道・農業集落排水施設や、し尿処理施設を含む処理施設の統合を進めるなど、

地域の実情に応じた汚水処理施設の広域化施策や各事業連携を行う。 
 
② 汚泥処理の集約化、共同化 
・ 各汚水処理施設から発生する汚泥の集約化・共同化などを柔軟な対応により効率化を進

めることを考える。 
 
③ 維持管理費用の削減、効率化 
・ 維持管理費の削減については、下水道での包括民間委託の取り組みや汚水・汚泥処理の

広域化・共同化も考え、一層のコスト縮減を図るなど、効率的な維持管理を進める必要

がある。 
 
④ 事業連携促進のための制度拡充、諸手続の簡素化 
・ 公共下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽等の連携事業が促進するように、現行

の事業制度の拡充や新規事業の創設※など、より充実した事業制度の整備を図るとともに、

諸手続の簡素化を図る。 
※主な具体例 
・ 整備費用のみならず、維持管理費用に関する財源制度の拡充 
・ 高齢者、独居世帯等を支援する財源制度 
・ MICS 事業制度をより拡充するなど、広域事業制度の手続きスムーズ化 
 
⑤ 施設の老朽化対策、長寿命化計画策定の推進 

・ 汚水処理施設整備の推進にあたり、施設の老朽化に伴う長寿命化対策の推進、効率的な

維持管理業務を行うことが必要である。そのため、施設の長寿命化計画の策定を推進す
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る。 
 

⑥ 行政部局、事業制度、事務手続きの効率化・一元化 

・ 地域の汚水処理整備の普及促進を効率的・一体的に進めるため、国所管部局、事業制度

や各都市での行政部局や事務手続きの一層の効率化や一元化を図ることも肝要である。 
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設問Ⅳ 汚水処理施設の維持管理について 

 

問Ⅳ－１ 

汚水処理施設事業の実施にあたっては建設のみならず適切な維持管理も重要です。下水

道、農業集落排水施設等、浄化槽等のそれぞれの汚水処理施設の維持管理（施設保守・運

転維持等）に対する課題あるいはその対応策についてのお考えをご記述ください。 

 

【意見とりまとめ】 

 

① 包括民間委託等も考慮した維持管理コスト縮減 

・ 増加する維持管理費への対応については、下水道における包括民間委託など、コスト縮

減を効率的に進めることが必要。 
 

② 老朽化対策も含めた計画的な維持管理の実施 

・ 供用開始から相当年数に達した施設については、老朽化した施設の改築更新、延命化対

策が必要であり、長寿命化計画の策定を行い、コスト縮減を図る必要がある。これらを

踏まえた計画的な汚水処理施設の維持管理を実施していくことが必要である。 
 

③ 個人設置型浄化槽の適正な維持管理 

・ 個人設置型浄化槽については、法定検査の受検率向上や定期点検の適切な実施など、適

正な維持管理を進めるための取り組みが必要。 
 

④ 行政・住民との費用負担バランス、使用料の適正化 

・ 維持管理費が増大するなか、行政側と住民側の費用負担のバランスを適切に図ることが

必要である一方、下水道使用料の適正化が課題。 
 

⑤ 補助制度拡充による健全経営のための支援 

・ 施設の維持管理費については、一層のコスト縮減を図るとともに、補助制度の拡充によ

り、安定した健全経営のための支援策が望まれる。 
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設問Ⅴ 汚水処理施設事業の経営について 

 

問Ⅴ－１ 

人口減少社会の到来や厳しい財政状況の中にあって、下水道、農業集落排水施設等、浄

化槽等の汚水処理施設に関わる事業の今後の持続的・安定的な経営を図る上での課題ある

いは対応策についてのお考えをご記述ください。 

 
【意見とりまとめ】 

 

① 人口減少等に伴い懸念される使用料収入減 

・ 汚水処理施設の効率的な整備ならびに施設の適正な維持管理を推進していくなかで、持

続的・安定的な汚水処理施設事業の経営を図る必要があるが、今後予想される人口減少

社会の到来に伴う使用料収入の減少が懸念される。 
 

② 適正な使用料設定への住民理解 

・ 使用料金については、住民理解を得ることで、適正な価格を設定する必要があるが、困

難な場合が多いことが課題であり、現状としても、一部、一般会計の繰り入れを行って

いる。 
 

③ 経営計画の策定と国の財政支援 

・ 経営基盤を強化し、安定的な経営を実現するため、適正な使用料収入の他、経営計画の

検討・策定、国の財政支援※が必要である。 
※主な具体例 
・ 高齢者世帯の接続を支援する財源制度 
・ 人口減少が著しい市町村への財源支援 
・ 維持管理費に対する財政支援 
 
④ 早期の接続率向上による安定的使用料収入の確保 

・ 汚水処理施設事業に要するコストの縮減とともに、早期の接続率向上を適正に図り、使

用料収入を安定的に確保していくための方策を検討することが重要な課題となっている。 
 

⑤ 民間活力導入、施設統合等による維持管理業務のコスト縮減、効率化 

・ 施設が老朽化し、維持管理費や修繕費が増加する中、適正な維持管理も含め、包括的民

間委託などの民間活力の導入も含めたコスト縮減を一層図り、持続的で安定的な経営を

図る。また、汚水処理施設の統合を進め、維持管理業務の効率化とコスト縮減を進める。 
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設問Ⅵ 今後の汚水処理事業のあり方について 

 

問Ⅵ－１ 

貴地方公共団体における汚水処理事業の将来展望についてどうあるべきかお考えをご記

述ください。また、その将来展望を実現するにあたっての課題あるいは解決策について、

お考えをご記述ください。 

 
【意見とりまとめ】 

 
人口減少・少子高齢化の到来や厳しい財政状況といった現状を踏まえつつ、公共用水域

の水質保全や生活環境の改善や快適性の向上を図るため、未普及解消を目指し、汚水処理

普及率の 100%化を実現する必要がある。汚水処理事業の将来展望として、主に以下の事項

の取り組みがあげられる。 
 
① 早期整備のための汚水処理手法の見直し、既存施設の有効利用や統廃合 

・ 公共下水道、合併処理浄化槽等の汚水処理施設の早期整備を計画的に推進するため、よ

り一層の効率的な汚水処理手法への見直し、既存施設の有効利用や統廃合などの施策を

柔軟かつ積極的に進める。 
 
② 老朽化施設の適切かつ計画的な維持管理 

・ 長寿命化計画の策定など、老朽化した施設の適切かつ計画的な維持管理を推進するとと

もに、民間活力の導入による維持管理業務の効率化を図る。 
 
③ 投資効率性の考慮、社会情勢の変化等に応じた計画策定・見直し 

・ 市街化調整区域など、人口密度の低い地域での普及促進が中心となっていくなか、投資

効率性を考慮し、社会情勢の変化や地域の実情に応じた計画策定・見直しを進める。 
 
④ 接続率の向上、適切な使用料改定など 

・ 接続率の向上、適切な使用料改定、計画的な事務執行などによる安定的経営の実現を図

る。 
 
⑤ 財源確保のための国の財政支援 

・ 財源確保の課題を解決するための、国の財政的支援を検討する。 
 
⑥ 住民理解と参加など 

・ 事業目的や内容等についての住民理解や事業を進める中での住民参加の仕組みづくり、
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また、接続率向上のための啓発に関する活動を積極的に実施する。 
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設問Ⅶ 下水道への接続義務について 

下水道事業を実施している地方公共団体を対象にお伺いします。 

 

下水道の供用が開始された場合においては、現行制度では、原則としてその土地の下水

を下水道に流入させるために必要な排水設備を遅滞なく設置することになっています。し

かしながら、良好に管理されている合併浄化槽について、一律に接続義務を課すべきかど

うかについては、様々な意見もあります。 

 
問Ⅶ－１（下水道供用区域における下水道への速やかな接続） 

下水道供用済み区域内における合併浄化槽の取り扱いについていかがお考えでしょうか。

以下の①～④の中からお答えください。 

 
①現行制度に基づき、原則接続する 

②一定の許可条件を定め、接続義務を免除する 

③現行制度を見直し、原則接続義務を免除する 

④その他 
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Ⅶ－１－１ 

①「現行制度に基づき、原則接続する」を選択された方は、その理由をご記述ください 

 
【意見とりまとめ】 

 
① 個人設置型浄化槽の維持管理性 

・ 個人設置型浄化槽の場合、個人に依存する維持管理の確実性が不十分である側面もあり、

公共用水域の水質保全、生活環境の改善のためには、原則として下水道への接続義務を

課すべきであると考える。 
 

② 安定経営実現・投資効果の確保 

・ 下水道事業の安定的経営の実現や投資効果を得るためには、接続を前提とし、費用を投

資して下水道整備を進めていることから、より多くの住民が速やかに下水道へ接続・切

り替えるための指導を行い、水洗化率の向上を推進する必要があると考える。 
 

③ 近隣住民との公平性、二重投資の回避 

・ 下水道事業計画区域内で、既に下水道へ接続した近隣住民との公平性を保つ観点から、

下水道法 10 条に基づく現行制度に従い、下水道に接続すべきと考える。また、下水道と

浄化槽の補助金等の二重投資を避けることにも考慮すべきである。 
 

④ 住民負担の視点に立った接続指導と住民理解 

・ 集合処理、合併処理浄化槽でのそれぞれの汚水処理に要する維持管理費を把握した上で、

住民負担の視点から下水道使用料・受益者負担金と浄化槽維持管理費を比較し、その結

果を踏まえた上での接続指導の実施と住民理解を得ることが重要である。 
 

⑤ 下水道整備済み区域では下水道への一元化が効率的 

・ 汚水処理事業の長期的・安定的運転管理の視点から、下水道整備済み区域では、整備手

法（汚水整備システム）の一元化を図ることが効率的であると考える。 
 
⑥ 例外的接続免除の考慮 

・ 基本的に原則接続するが、例外的に接続免除を設けることを考慮することも良いと考え

る。 
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Ⅶ－１－２ 

②「一定の許可条件を定め、接続義務を免除する」を選択された方は、その理由及び一定

条件についてご記述ください。 

 
【意見とりまとめ】 

 
① 放流水質の一定基準を満たすための適正な維持管理の実施と報告義務 

・ 許可条件としては、浄化槽法 11 条に従った法定検査、保守点検を確実に実施し、放流水

質の一定基準をクリアするための適正な維持管理がなされていることが基本となる。さ

らに、浄化槽の維持管理・定期検査等に関する行政部局への報告義務も考慮すべきであ

る。 
 

② 浄化槽の耐用年数を考慮した更新時までの猶予期間の設定 

・ 浄化槽の耐用年数を考慮して更新時までの接続は免除する（更新時は原則接続する）な

ど、猶予期間の設定を考慮する。 
 

③ 浄化槽と下水処理場の放流水質の同等性 

・ 合併処理浄化槽の放流水質が下水道終末処理場と同等の機能を有し、水環境改善の目的

達成上、浄化槽でも問題ないということが、許可条件の一定の目安となる。 

 
④ 固有の地域特性への配慮 

・ 私道に面した家屋など公共管の布設が困難であったり、高齢者の多い地域などでは、住

民からの理解を得られにくい現状もあるため、これらの地域特性にも配慮したいところ

である。その際には、既に合併浄化槽設置に対する補助金の交付が行われている場合も

あるなど、住民等に対する補助交付の実態を踏まえる必要がある。 
 

⑤ 近隣住民との受益者負担金の公平性確保 

・ 接続免除を実施する際には、近隣住民等との受益者負担金の公平性が確保できるような

制度設計の確立が重要である。 
 
⑥ 汚水処理目的の達成と住民負担軽減の必要性 

・ 公共用水域の水質保全や公衆衛生の向上を図ることにあわせ、住民負担の軽減も図る必

要があるなか、下水道の整備には多額な費用が必要な状況下、整備が遅れている地域に

ついては、合併浄化槽の使用を認める方向にならざるを得ない背景がある。 
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設問Ⅶ－１－３ 

③「現行制度を見直し、原則接続義務を免除する」を選択された方は、その理由及び想定

しうる例外（原則を適用しない条件）についてご記述ください。 

 
【意見とりまとめ】 

 
・ 免除理由としては、 
① 浄化槽の適正管理によって公共用水域等放流先への影響が概ねないと判断 
② 下水道接続に伴う個人費用負担の軽減等 
・原則を適用しない例外としては、 
③ 浄化槽の更新時まで免除 
④ 機能不全の場合は下水道へ接続させる 
 


